
 出産に関すること 

区役所 1階 15番窓口 ☎06-6977-9961 

赤ちゃんが生まれた日を含み 14日以内に 

提出しましょう。 

□ 出生届 

区役所2階23番窓口 ☎06-6977-9156 

□ 児童手当 

中学 3年生まで 

支給されます。 

□子ども医療費助成 

18歳まで医療費の 

一部が助成されます。 

赤ちゃんが生まれたら必要な手続き 

赤ちゃんの健康を守ろう！ 
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先天性代謝 

異常等検査 

乳児一般 

健康診査 

新生児 

聴覚検査 

 
乳幼児揺さぶられ症候群 

赤ちゃんの脳はとても柔らかいため、激しく揺さぶると強い衝撃が加わり、損傷

を受けます。これにより重い障がいが残ったり、命を落とすこともあります。 

乳幼児突然死症候群（SIDS） 

うつぶせ寝は避け、赤ちゃんの顔が見えるあおむけに寝かせましょう。 



  

妊産婦・新生児等の訪問指導 

妊産婦や 3か月健診までの親子の 

ご家庭を訪問します。 

エンゼルサポーターの派遣 （東成区母と子の共励会） 

産後 4か月までのご家庭の 

家事援助を実施します。 

 

東成区母と子の共励会 

エンゼルサポーターを派遣しています。 

東成助産師会 

産前産後の心配事を一緒に解消しましょう。 

私たちも応援します！ 

区役所 2階保健福祉課 ☎06-6977-9882 
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区役所2階保健福祉課 ☎06-6977-9156 

産後ケア事業 

生後 1 か月までの赤ちゃんと母親を

医療機関や助産所でケアします。 

区役所2階保健福祉課 ☎06-6977-9８８２ 

必要な時 

が ト ― ポ サ 


